
（様式１－３） 

川俣町 定住緊急支援事業計画に基づく事業等個票 

平成２５年１１月

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ６ 事業名 川俣町町営住宅遊具更新事業 事業番号 Ａ－１－５ 

交付団体 川俣町 事業実施主体 川俣町 

総交付対象事業費 １９，３０４（千円） 全体事業費 １９，３０４（千円） 

事業概要 

○事業の概要 

原子力災害の影響による不安からくる子どもの運動機会減による体力の減少、肥満傾向の拡大の状況を

受け、広い場所での外遊びや活動を促すため、以下のとおり町営住宅の遊具を更新する。 

【川俣町公営住宅】 

(1)賤ノ田団地 

二連ブランコ（安全柵を含む） 1基、ジャングルジム 1基、すべり台 1基 

(2)小綱木団地 

二連ブランコ（安全柵を含む） 1基、二連鉄棒 1基、二連シーソー 1基 

(3)飯坂団地 

二連ブランコ（安全柵を含む） 1基、すべり台 1基 

(4)壁沢団地・住宅 

二連ブランコ（安全柵を含む） 2基、ジャングルジム 1基、すべり台 1基、三連鉄棒 1基、 

○定住緊急支援事業計画とまちづくり計画等との整合性（制度要綱第 5の 4の一） 

「第 5次川俣町振興計画」（別添資料のとおり） 

・第１章川俣町の将来像－第３節まちづくりの基本目標－４いきいきと学び楽しむまち（P26） 

未来を担う子どもたちが、「豊かな心と創造性」、「正しい判断力」、「健全な心と体」をもってたくましく

社会に羽ばたいていけるように、保育園、幼稚園、小・中学校が連携した教育の充実に努めることとして

いる。 

・第４章施策の大綱－第４節いきいきと学び楽しむまち－１学校教育の充実（P38） 

学校教育は、子どもたちが将来の社会の担い手として、豊かな人間性や社会性を持ち国際社会で活躍で

きる人となれるように、健全でたくましい子どもたちを育てていくことが極めて重要としている。 



人口の流出及びそれにより生じている地域の復興における支障との関係 

○原子力発電所の事故以前と比較した人口の流出の状況及びそれにより生じている地域の復興における支

障（制度要綱 5の 1） 

・町の人口 15,569 人（H22 国勢調査結果） H22.10.1 

      14,860 人（H24 現住人口調査） H24.10.1 

・避難者数（H24.10 時点） 山木屋地区 526 世帯 1,234 人（避難者照会システム） 

             自主避難   63 世帯 165 人（全国避難者情報システム） 

山木屋地区以外の町民数百名が町外（県内・県外）へと自主避難。 

自主避難内訳(平成 25 年 1 月末) 

・県内 6世帯 13名（内 18歳未満 4 名） 

・県外 58世帯 152名（内 18歳未満 68名）（内、山形県 24世帯 63名） 

町外への自主避難等により生徒・児童数が減少し、町内全ての小・中学校、幼稚園では震災前に行って

いた行事を中止するなどの見直しを行っている。また、町内のスポーツ施設である農村広場は応急仮設住

宅が建設されており利用できない状況にある。 

【子どもの運動機会の確保のための事業】 

○事業実施の必要性（制度要綱第 5の 1） 

除染作業を実施し線量低減化を図っているが、遊具遊びへの保護者の不安・抵抗が残っている状況にあ

る。そのため、新たな遊具の設置により直接遊具に手を触れる不安を解消し、外での活動量を多く確保し、

体力の低下・肥満傾向の拡大の改善を図る。 

 また、子どもたちが安全で安心して活動できる環境を整備するため、地域全体で子どもをしっかりと守

り育てる体制を整える。 

○震災前に比較して子どもの運動機会の確保が十分に図られていないこと（制度要綱 5の 4の二①） 

 平成 24年度全国体力・運動能力調査（小学校）における全国と町の平均値を比較すると、町の平均値が

下回っている種目が多いという結果になっている。また、健康診断の結果、全国と町の体重の平均値を比

較すると、すべての年代で全国平均値を上回った。（別添資料のとおり） 

○地方公共団体における既存の運動施設が不足していること（制度要綱第 5の 4の二①） 

除染作業を実施し線量低減化を図っているが、震災前に設置された遊具で遊ばせることを不安に感じて

いる保護者が多い。そのため、遊具を使った外遊びが制限されていて、子どもの屋外での運動機会が減少

している。 

○既存の施設を更新又は改築することによらなければ運動機会の確保を十分に図ることができないこと

（制度要綱第 5の 4の二①） 



第２回事業計画において、小学校、幼稚園、保育園及び中央公園の遊具更新を行っているが、公営住宅

の遊具は、居住している子どもはもちろん、周辺に学校施設がない生徒・児童が放課後を過ごしたり、通

園していない子どもが利用する遊び場となっている。飯坂団地は飯坂小学校と近接しているが、近隣に未

就学児童が気軽に遊べる遊び場がないため未就学前児童の親子連れでの利用を想定している。これら公営

住宅の遊具と同等な施設を整備するための代替地を手当をすることは難しく、既存遊具の更新による整備

が適切であり、これにより外遊びの意識の向上及び運動機会の確保を図る。 

選定した賤ノ田、飯坂、壁沢団地については、小学生及び未就学児童数が他地区より多く、小綱木団地

については、周辺に学校施設や公園が少ない地区であるため、当該施設がその代替施設となっている。 

○施設等の整備内容及び方法が事業の目的に照らして適切であり、効率的なものとなっていること（制度

要綱第 5の 4の二①） 

町内各地にある公営住宅については、震災以降、安心して遊べる遊具更新の要望が挙がっており、公営

住宅の居住者や近隣の居住者を中心とした利用が予想される。学校施設以外の住環境での遊び場の提供を

行い、幅広い年代（未就学児から小学生まで）が気軽に利用できる施設となっている。また、維持管理や

運営に必要な予算、人員の確保については、既存の管理の予算や人員を利用する。 

選定した賤ノ田、飯坂、壁沢団地については、小学生及び未就学児童数が他地区より多く、小綱木団地

については、周辺に学校施設や公園が少ない地区であるため、当該施設がその代替施設となっている。 

賤ノ田団地：整備箇所の小学生及び未就学児童 393 名 

小綱木団地：整備箇所の小学生及び未就学児童 72 名 

飯坂団地：整備箇所の小学生及び未就学児童 121 名 

壁沢団地・住宅：整備箇所の小学生及び未就学児童 393 名 

○地方公共団体の広域の住民による活用が図られるよう計画されていること（制度要綱第 5の 4の二②） 

賤ノ田団地及び壁沢団地・住宅は国道３４９号線、小綱木団地は国道１１４号線、飯坂団地は主要地方

道原町川俣線にそれぞれ接しており、アクセスが良い場所に設置されているほか、常に開放されているた

め、公営住宅や近隣の子どもを中心に、町民の利用が期待できる。 

○整備を予定している施設における施設における運動の効果を一層向上させるためのソフト的な取組（制

度要綱第 5の 4の二③） 

町内の体育協会会員や小学生以下の保護者、スポーツ少年団の指導者を対象として、外遊びの手法や運

動能力の向上に有効な体の動かし方等のテーマで、定期的に講演会を開催する。 

○その他 

小学生については、学校で行われる体力測定、健康診断結果を基に、未就学児については、保健センタ

ーで行われる健康診断結果を基に、体力増強と肥満傾向拡大の改善の状況を検証する。 

※効果促進事業である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  



事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

福島定住等緊急支援交付金(子ども元気復活交付金)事業等個票 

平成２５年１１月

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ７ 事業名 地区公園遊具更新事業 事業番号 Ａ－１－６ 

交付団体 川俣町 事業実施主体 川俣町 

総交付対象事業費 ８，０３０（千円） 全体事業費 ８，０３０（千円） 

事業概要 

○事業の概要 

原子力災害の影響による不安からくる子どもの運動機会減による体力の減少、肥満傾向の拡

大の状況を受け、広い場所での外遊びや活動を促すため、以下のとおり各こども遊び場の遊具

を更新する。 

【松ノ口こども遊び場】 

鉄棒 1基、ブランコ 1基 

【川俣児童遊園】 

鉄棒 1基、シーソー 1基、ブランコ 1基、球型ジャングルジム 1基 

○定住等緊急支援交付金事業計画とまちづくり計画等との整合性（制度要綱第 5の 4の一） 

「第 5次川俣町振興計画」（別添資料のとおり） 

・第１章川俣町の将来像－第３節まちづくりの基本目標－４いきいきと学び楽しむまち（P26） 

未来を担う子どもたちが、「豊かな心と創造性」、「正しい判断力」、「健全な心と体」をもってたくましく

社会に羽ばたいていけるように、保育園、幼稚園、小・中学校が連携した教育の充実に努めることとして

いる。 

・第４章施策の大綱－第４節いきいきと学び楽しむまち－１学校教育の充実（P38） 

学校教育は、子どもたちが将来の社会の担い手として、豊かな人間性や社会性を持ち国際社会で活躍で

きる人となれるように、健全でたくましい子どもたちを育てていくことが極めて重要としている。 

人口の流出及びそれにより生じている地域の復興における支障との関係 

○原子力発電所の事故以前と比較した人口の流出の状況及びそれにより生じている地域の復興における支

障（制度要綱 5の 1） 

・町の人口 15,569 人（H22 国勢調査結果） H22.10.1 

      14,860 人（H24 現住人口調査） H24.10.1 

・避難者数（H24.10 時点） 山木屋地区 526 世帯 1,234 人（避難者照会システム） 

             自主避難   63 世帯 165 人（全国避難者情報システム） 

山木屋地区以外の町民数百名が町外（県内・県外）へと自主避難。 

自主避難内訳(平成 25 年 1 月末) 



・県内 6世帯 13名（内 18歳未満 4 名） 

・県外 58世帯 152名（内 18歳未満 68名）（内、山形県 24世帯 63名） 

町外への自主避難等により生徒・児童数が減少し、町内全ての小・中学校、幼稚園では震災前に行って

いた行事を中止するなどの見直しを行っている。また、町内のスポーツ施設である農村広場は応急仮設住

宅が建設されており利用できない状況にある。 

【子どもの運動機会の確保のための事業】 

○事業実施の必要性（制度要綱第 5の 1） 

除染作業を実施し線量低減化を図ったが、遊具遊びへの保護者の不安・抵抗が残っている状況にある。

そのため、新たな遊具の設置により不安を解消し、外での活動量を多く確保し、体力の低下・肥満傾向の

拡大の改善を図る。 

また、子どもたちが安全で安心して活動できる環境を整備するため、地域全体で子どもをしっかりと守

り育てる体制を整える。 

○震災前に比較して子どもの運動機会の確保が十分に図られていないこと（制度要綱 5の 4の二①） 

平成 24年度全国体力・運動能力調査（小学校）における全国と町の平均値を比較すると、町の平均値が

下回っている種目が多いという結果になっている。また、健康診断の結果、全国と町の体重の平均値を比

較すると、すべての年代で全国平均値を上回った。 

○地方公共団体における既存の運動施設が不足していること（制度要綱第 5の 4の二①） 

除染作業を実施し線量低減化を図ったが、震災前に設置された遊具で遊ばせることを不安に感じている

保護者が多い。そのため、子どもの屋外での運動機会が減少している。 

○既存の施設を更新又は改築することによらなければ運動機会の確保を十分に図ることができないこと

（制度要綱第 5の 4の二①） 

第２回事業計画において、小学校、幼稚園、保育園及び中央公園の遊具更新を行っているが、地区公園

の遊具は、居住している子どもはもちろん、周辺に学校施設がない生徒・児童が放課後を過ごしたり、通

園していない子どもが利用する遊び場となっている。これら地区公園の遊具と同等な施設を整備するため

の代替地を手当をすることは難しく、既存遊具の更新による整備が適切であり、これにより外遊びの意識

の向上及び運動機会の確保を図る。 

選定した川俣児童遊園については、小学生及び未就学児童数が他地区より多く、松ノ口こども遊び場に

ついては、周辺に学校施設や公園が少ない地区であるため、当該施設がその代替施設となっている。 

○施設等の整備内容及び方法が事業の目的に照らして適切であり、効率的なものとなっていること（制度

要綱第 5の 4の二①） 

町内各地にある遊び場については、安心して遊べる遊具更新の要望が挙がっており、近隣の居住者を中

心とした利用が予想される。学校施設以外の住宅環境での遊び場の提供を行い、幅広い年代（未就学児か

ら小学生まで）が気軽に利用できる施設となっている。また、維持管理や運営に必要な予算、人員の確保



については、既存の管理の予算や人員を利用する。 

選定した川俣児童遊園については、小学生及び未就学児童数が他地区より多く、松ノ口こども遊び場に

ついては、周辺に学校施設や公園が少ない地区であるため、当該施設がその代替施設となっている。 

松ノ口こども遊び場：整備箇所の小学生及び未就学児童 72名 

川俣児童遊園：整備箇所の小学生及び未就学児童 393 名 

○地方公共団体の広域の住民による活用が図られるよう計画されていること（制度要綱第 5の 4の二②） 

松ノ口こども遊び場及び川俣児童遊園は、国道１１４号線にそれぞれ接しており、アクセスが良い場所

に設置されているほか、常に開放されているため、近隣の子どもを中心に、町民の利用が期待できる。 

○整備を予定している施設における施設における運動の効果を一層向上させるためのソフト的な取組（制

度要綱第 5の 4の二③） 

町内の体育協会会員や小学生以下の保護者、スポーツ少年団の指導者を対象として、外遊びの手法や運

動能力の向上に有効な体の動かし方等のテーマで、定期的に講演会を開催する。 

○その他 

小学生については、学校で行われる体力測定、健康診断結果を基に、未就学児については、保健センタ

ーで行われる健康診断結果を基に、体力増強と肥満傾向拡大の改善の状況を検証する。 

※効果促進事業である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 



（様式１－３） 

川俣町 定住緊急支援事業計画に基づく事業等個票 

平成２５年１１月

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ８ 事業名 川俣町体育館等遊具更新事業 事業番号 Ａ－１－７ 

交付団体 川俣町 事業実施主体 川俣町 

総交付対象事業費 ２６，８０２（千円） 全体事業費 ２６，８０２千円） 

事業概要 

○事業の概要 

原子力災害の影響による不安からくる子どもの運動機会減による体力の減少、肥満傾向の拡大の状況を受

け、広い場所での外遊びや活動を促すため、以下のとおり町体育館の遊具を更新する。 

〔川俣町体育館等〕 

（１）川俣町体育館 

滑り台 1基 

（２）おじまふるさと交流館 

ジャングルジム付き滑り台 1基、 ３連鉄棒 2基、二連シーソー 1基、１０人用上り棒 1基、山型

うんてい 1基、４連式ブランコ 1基、８連鉄棒 1基 

（３）羽山の森美術館 

ジャングルジム付き滑り台 1基、 ５連鉄棒 1基、４連鉄棒 1基、２０人用上り棒 1基、山型うん

てい 1基、二連式ブランコ 1基 

（４）小綱木公民館 

ジャングルジム付き滑り台 1基、 ５連低鉄棒 1基、４連式ブランコ 1基、二連式シーソー 1基、

水平うんてい 1基 

○定住緊急支援事業計画とまちづくり計画等との整合性（制度要綱第 5の 4の一） 

「第 5次川俣町振興計画」（別添資料のとおり） 

・第１章川俣町の将来像－第３節まちづくりの基本目標－４いきいきと学び楽しむまち（P26） 

未来を担う子どもたちが、「豊かな心と創造性」、「正しい判断力」、「健全な心と体」をもってたくましく

社会に羽ばたいていけるように、保育園、幼稚園、小・中学校が連携した教育の充実に努めることとして

いる。 

・第４章施策の大綱－第４節いきいきと学び楽しむまち－１学校教育の充実（P38） 

学校教育は、子どもたちが将来の社会の担い手として、豊かな人間性や社会性を持ち国際社会で活躍で

きる人となれるように、健全でたくましい子どもたちを育てていくことが極めて重要としている。 

人口の流出及びそれにより生じている地域の復興における支障との関係 

○原子力発電所の事故以前と比較した人口の流出の状況及びそれにより生じている地域の復興における支

障（制度要綱 5の 1） 



・町の人口 15,569 人（H22 国勢調査結果） H22.10.1 

      14,860 人（H24 現住人口調査） H24.10.1 

・避難者数（H24.10 時点） 山木屋地区 526 世帯 1,234 人（避難者照会システム） 

             自主避難   63 世帯 165 人（全国避難者情報システム） 

山木屋地区以外の町民数百名が町外（県内・県外）へと自主避難。 

自主避難内訳(平成 25 年 1 月末) 

・県内 6世帯 13名（内 18歳未満 4 名） 

・県外 58世帯 152名（内 18歳未満 68名）（内、山形県 24世帯 63名） 

町外への自主避難等により生徒・児童数が減少し、町内全ての小・中学校、幼稚園では震災前に行って

いた行事を中止するなどの見直しを行っている。また、町内のスポーツ施設である農村広場は応急仮設住

宅が建設されており利用できない状況にある。 

【子どもの運動機会の確保のための事業】 

○事業実施の必要性（制度要綱第 5の 1） 

除染作業を実施し線量低減化を図ったが、遊具遊びへの保護者の不安・抵抗が残っている状況にある。

そのため、新たな遊具の設置により不安を解消し、外での活動量を多く確保し、体力の低下・肥満傾向の

拡大の改善を図る。 

また、子どもたちが安全で安心して活動できる環境を整備するため、地域全体で子どもをしっかりと守

り育てる体制を整える。 

○震災前に比較して子どもの運動機会の確保が十分に図られていないこと（制度要綱 5の 4の二①） 

 平成 24年度全国体力・運動能力調査（小学校）における全国と町の平均値を比較すると、町の平均値が

下回っている種目が多いという結果になっている。また、健康診断の結果、全国と町の体重の平均値を比

較すると、すべての年代で全国平均値を上回った。（別添資料のとおり） 

○地方公共団体における既存の運動施設が不足していること（制度要綱第 5の 4の二①） 

除染作業を実施し線量低減化を図ったが、震災前に設置された遊具で遊ばせることを不安に感じている

保護者が多い。そのため、子どもの屋外での運動機会が減少している。 

○既存の施設を更新又は改築することによらなければ運動機会の確保を十分に図ることができないこと

（制度要綱第 5の 4の二①） 

第２回事業計画において、小学校、幼稚園、保育園及び中央公園の遊具更新を行っているが、各施設の

遊具は、居住している子どもはもちろん、周辺に学校施設がない生徒・児童が放課後を過ごしたり、通園

していない子どもが利用する遊び場となっている。これら施設の遊具と同等な施設を整備するための代替

地を手当をすることは難しく、既存遊具の更新による整備が適切であり、これにより外遊びの意識の向上

及び運動機会の確保を図る。 

選定した４箇所については、周辺に学校施設や公園が少ない地区であるため、当該施設がその代替施設

となっている。 



○施設等の整備内容及び方法が事業の目的に照らして適切であり、効率的なものとなっていること（制度

要綱第 5の 4の二①） 

各施設については、安心して遊べる遊具更新の要望が挙がっており、近隣の居住者を中心とした利用が

予想される。学校施設以外の遊び場の提供を行い、幅広い年代（未就学児から小学生まで）が気軽に利用

できる施設となっている。また、維持管理や運営に必要な予算、人員の確保については、既存の管理の予

算や人員を利用する。 

選定した４箇所については、周辺に学校施設や公園が少ない地区であるため、当該施設がその代替施設

となっている。 

川俣町体育館：整備箇所の小学生及び未就学児童 305 名 

おじまふるさと交流館：整備箇所の小学生及び未就学児童 53 名 

羽山の森美術館：整備箇所の小学生及び未就学児童 74 名 

小綱木公民館：整備箇所の小学生及び未就学児童 72名 

○地方公共団体の広域の住民による活用が図られるよう計画されていること（制度要綱第 5の 4の二②） 

川俣町体育館及び羽山の森美術館は県道二本松・川俣線、おじまふるさと交流館は国道３４９号線、小

綱木公民館は国道１１４号線にそれぞれ接しており、アクセスが良い場所に設置されている。 

羽山の森美術館については開館時間（午前１０時から午後４時まで）のみの開放であるが、子どもや町

民が利用しやすい時間帯であり、その他の施設についても常に開放されているため、近隣の子どもを中心

に、町民の利用が期待できる。 

○整備を予定している施設における施設における運動の効果を一層向上させるためのソフト的な取組（制

度要綱第 5の 4の二③） 

町内の体育協会会員や小学生以下の保護者、スポーツ少年団の指導者を対象として、外遊びの手法や運

動能力の向上に有効な体の動かし方等のテーマで、定期的に講演会を開催する。 

○その他 

小学生については、学校で行われる体力測定、健康診断結果を基に、未就学児については、保健センタ

ーで行われる健康診断結果を基に、体力増強と肥満傾向拡大の改善の状況を検証する。 

※効果促進事業である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体 

基幹事業との関連性 




